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（
財
政
金
融
委
員
会
）

所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
四
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
支
え
合
う
社
会
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
経
済
・
社
会
の
構
造
変
化
に
適
応
し
、
国
民
が
信
頼
で
き
る
税
制

を
構
築
す
る
観
点
か
ら
の
税
制
全
般
に
わ
た
る
改
革
の
一
環
と
し
て
、
個
人
所
得
課
税
、
法
人
課
税
、
国
際
課
税
、
資
産
課
税
、

消
費
課
税
、
市
民
公
益
税
制
、
納
税
環
境
整
備
、
租
税
特
別
措
置
等
に
つ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
個
人
所
得
課
税

１

年
齢
十
六
歳
未
満
の
年
少
扶
養
親
族
に
対
す
る
扶
養
控
除
（
現
行
三
十
八
万
円
）
を
廃
止
す
る
。

２

特
定
扶
養
親
族
の
う
ち
、
年
齢
十
六
歳
以
上
十
九
歳
未
満
の
者
に
対
す
る
扶
養
控
除
の
上
乗
せ
部
分
（
現
行
二
十
五
万

円
）
を
廃
止
す
る
。

二
、
法
人
課
税

１

百
％
グ
ル
ー
プ
内
の
内
国
法
人
間
で
行
う
一
定
の
資
産
の
移
転
に
つ
い
て
、
譲
渡
損
益
の
計
上
を
繰
り
延
べ
る
等
、
資

本
に
関
係
す
る
取
引
等
に
係
る
税
制
を
整
備
す
る
。



- 2 -

２

特
殊
支
配
同
族
会
社
の
役
員
給
与
の
損
金
不
算
入
制
度
（
い
わ
ゆ
る
「
一
人
オ
ー
ナ
ー
会
社
課
税
制
度
」
）
を
廃
止
す

る
。

三
、
国
際
課
税

１

外
国
子
会
社
合
算
税
制
に
つ
い
て
、
企
業
実
体
の
あ
る
統
括
会
社
の
所
得
を
合
算
課
税
の
対
象
外
と
す
る
一
方
、
資
産

性
所
得
を
新
た
に
合
算
課
税
の
対
象
と
す
る
等
の
見
直
し
を
行
う
。

２

租
税
条
約
及
び
行
政
取
極
の
相
手
国
に
対
し
、
租
税
に
関
す
る
情
報
提
供
が
で
き
る
旨
の
規
定
を
整
備
す
る
。

四
、
資
産
課
税

住
宅
取
得
等
資
金
の
贈
与
に
係
る
贈
与
税
の
非
課
税
措
置
に
つ
い
て
、
所
得
制
限
（
合
計
所
得
金
額
が
二
千
万
円
以
下
の

者
）
を
付
し
た
上
で
、
非
課
税
限
度
額
（
現
行
五
百
万
円
）
を
、
平
成
二
十
二
年
は
千
五
百
万
円
、
平
成
二
十
三
年
は
千
万

円
に
引
き
上
げ
る
。

五
、
消
費
課
税

１

揮
発
油
税
等
に
係
る
十
年
間
の
暫
定
税
率
を
廃
止
し
た
上
で
、
当
分
の
間
、
現
在
の
税
率
水
準
（
地
方
揮
発
油
税
と
合

わ
せ
て
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
五
十
三
・
八
円
）
を
維
持
す
る
。
た
だ
し
、
指
標
と
な
る
ガ
ソ
リ
ン
価
格
の
平
均
が
、
連
続
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三
月
に
わ
た
り
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
百
六
十
円
を
超
え
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
燃
料
課
税
の
本
則
税
率
（
地
方

揮
発
油
税
と
合
わ
せ
て
二
十
八
・
七
円
）
を
上
回
る
部
分
の
課
税
を
停
止
す
る
等
の
措
置
を
実
施
す
る
。

２

自
動
車
重
量
税
に
つ
い
て
は
、
グ
リ
ー
ン
化
を
行
い
な
が
ら
、
暫
定
税
率
に
よ
る
上
乗
せ
分
の
国
分
の
約
二
分
の
一
に

相
当
す
る
規
模
の
税
負
担
を
軽
減
す
る
。

３

た
ば
こ
税
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
か
ら
、
税
率
を
た
ば
こ
一
本
当
た
り
一
・
七
五
円
（
国
・
地
方
合
わ

せ
て
三
・
五
円
）
引
き
上
げ
る
。

六
、
市
民
公
益
税
制

所
得
税
の
寄
附
金
控
除
の
適
用
下
限
額
を
二
千
円
（
現
行
五
千
円
）
に
引
き
下
げ
る
。

七
、
納
税
環
境
整
備

所
得
税
、
法
人
税
及
び
相
続
税
等
の
脱
税
犯
に
係
る
懲
役
刑
の
上
限
を
十
年
（
現
行
五
年
）
に
引
き
上
げ
る
な
ど
、
罰
則

を
見
直
す
。

八
、
そ
の
他

１

情
報
基
盤
強
化
税
制
の
廃
止
な
ど
既
存
の
租
税
特
別
措
置
の
整
理
合
理
化
を
図
る
。



- 4 -

２

中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
等
の
企
業
関
係
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
期
限
を
延
長
す
る
な
ど
、
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
。

九
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
施
行
に
伴
う
平
成
二
十
二
年
度
の
租
税
減
収
見
込
額
は
、
約
三
百
九
十
四
億
円
で
あ
る
。


